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悪
質
商
法
や
ニ
セ
電
話
詐
欺
に
よ

る
高
齢
者
の
被
害
が
依
然
と
し
て
後

を
絶
た
な
い
こ
と
か
ら
、
９
月
を

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
と
定
め
、
県
と

県
警
と
町
が
連
携
し
て
啓
発
活
動
を

実
施
し
ま
す
。

 

一
人
暮
ら
し
や
、
昼
間
自
宅
で
留

守
番
を
し
て
い
る
高
齢
者
を
狙
っ
た

被
害
が
増
え
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

【
事
例
１
】

　

健
康
食
品
の
電
話
勧
誘
が
あ
っ

た
。
断
っ
た
の
に
、
代
金
引
換
配
達

で
商
品
が
届
い
た
。
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
。

事
例
１
ア
ド
バ
イ
ス

　

断
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
受
け
取
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
受
け
取
り
拒

否
を
し
ま
し
ょ
う
。

【
事
例
２
】

　

昨
日
、
知
ら
な
い
電
力
会
社
か
ら

「
電
力
の
自
由
化
に
伴
い
、
当
社
と

契
約
す
れ
ば
電
気
を
安
く
提
供
で
き

る
。
説
明
を
し
に
訪
問
し
た
い
」
と

電
話
が
あ
っ
た
。
注
意
点
を
教
え
て

ほ
し
い
。

事
例
２
ア
ド
バ
イ
ス

　

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
電
力
小

売
り
が
全
面
自
由
化
さ
れ
、
電
力
小

売
り
業
者
を
自
由
に
選
べ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。「
今
ま
で
よ
り
も
５
％

安
く
な
る
と
言
わ
れ
た
の
に
安
く
な

ら
な
か
っ
た
」「
電
力
と
○
○
を
セ
ッ

ト
に
す
れ
ば
安
く
な
る
と
言
わ
れ
、

必
要
の
な
い
商
品
を
セ
ッ
ト
販
売
さ

れ
た
」
な
ど
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
契
約
を
す
る
と
き
は
内
容

を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
電
力
を

電
話
勧
誘
や
訪
問
販
売
で
契
約
し
た

場
合
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で

き
ま
す
。
電
力
小
売
り
業
者
は
国
の

登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経

済
産
業
省
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
登
録
業
者
名

を
確
認
で
き
ま
す
。

◎
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
は
？

　

訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
で
契
約
し

た
場
合
、
契
約
書
面
を
受
け
取
っ
た

日
か
ら
８
日
間
は
無
条
件
で
解
約
が

で
き
ま
す
。

　

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
す
る
時
は

は
が
き
で
通
知
を
出
し
ま
す
。
書
き

方
は
下
記
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
相
談
は
「
１
８
８
」
へ
！

　

悪
質
商
法
に
よ
る
被
害
、
不
適
切

な
表
示
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
、
製
品

や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
よ
る
危
険
や
危

害
な
ど
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
と
き

は
、
局
番
な
し
の
「
１
８
８
」
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
「
１い

８や

８や

泣
き
寝
入
り
」
と
覚
え

て
く
だ
さ
い
。

９
月
は
高
齢
者
向
け
悪
質
商
法
被
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
で
す

　
　
　
　
　

事業者住所

事業者名

代表者名 様

（クレジット契約のある場合には、

信販会社宛も作成）

通知書
次の契約を解除します

契約年月日 ○年○月○日

商品名 ○○○○○

契約金額 ○○○○○円

販売会社名 株式会社○○

（担当者名）△△△

支払った代金○○円を返金し、商品

を引き取ってください

（通知を出した年月日）

（自分の住所・氏名）

通知書
次の契約を解除します

契約年月日 ○年○月○日

商品名 ○○○○○

契約金額 ○○○○○円

販売会社名 株式会社○○

（担当者名）△△△

クレジット会社 ×××株式会社

（通知を出した年月日）

（自分の住所・氏名）

はがきなどの書面に、「契約を解除する」旨を明記し、販売店宛に通知します。

商品代金の一部または全部を支払い済みの場合は、支払った金額を返金するよう記載し、すでに商品を受領している

場合には、引き取りを求めます。

記入したはがきの両面のコピーをとって、保管しておきます。

はがきは、郵便局の窓口に行き、「簡易書留」で証拠が残る方法で発送します。

クレジット契約をした場合には、はがきをもう一枚用意し、クレジット会社にも同様の通知を出します。

はがき表面 はがき裏面
クレジット会社宛

はがき裏面
販売会社宛

クーリング・オフはがきの書き方

○お問い合わせ　産業課　地域振興Ｇ　☎（84）2582（直通）　


